
 

 

平成２５年２月２６日 

         
 

伊勢湾・三河湾における海上交通センターからの「いかな 

ご漁」情報提供を開始します！ 

～ 海域利用者協力による海難防止対策 ～ 

 

第四管区海上保安本部は、まもなく盛漁期を迎える伊勢湾・三河湾のいか

なご漁期の、衝突や漁網との接触事故を防止するための操業情報の提供を開

始します。 

この取組みは平成２３年から伊勢湾・三河湾海域利用者航行安全協議会と

連携し、毎年３月ころから実施しているものであり、愛知県漁連及び三重県

漁連の所属漁船（国際ＶＨＦ無線搭載漁船）、および伊勢三河湾水先区水

先人会、一般船舶等からの情報を名古屋港海上交通センター及び伊勢湾海

上交通センターに集約し情報提供するもので、これにより、操業漁船、通

航船双方の安全を確保するものです。 

 

 
  
【情報提供に関する概要】 
●期間 

いかなご盛漁期 
（解禁日から漁期終了まで） 

●提供手段および内容 
・ＶＨＦ無線及びＡＩＳによる「出漁情報」 
・ＶＨＦ無線及びＡＩＳによる「操業情報」 
・インターネットホームページによる 

  「操業漁船情報図の提供」 
（詳細は別添リーフレットのとおり） 
 
                       

操業漁船操業図（例）  

 

                         

問い合わせ先 

 第四管区海上保安本部 

交通部安全課長 岩崎 昭男 

電話 052-661-1611（内線 2620）



 

 

 

 

 

 

                    

出典：愛知県ホームページ 

船びき網漁業の操業イメージ図


